
使用料金のご案内（令和７年１０月１日使用分から）

東桜島公民館
施設使用料

午前8時30
分から正午
まで

午後1時か
ら午後5時
まで

午後6時か
ら午後10時
まで

午前8時30
分から午後
5時まで

午後1時か
ら午後10時
まで

午前8時30
分から午後
10時まで

円 円 円 円 円 円

1,200 1,500 1,500 1,800 3,000 3,500

350 500 500 650 1,000 1,350

1,400 1,800 1,800 2,000 3,600 4,200

◆市外料金（使用者が本市に住所を有しないとき）は施設使用料の３割相当額を加算

中会議室

和室

調理室

種別

使用料


